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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年５月６日 ０４時００分ごろ 

発生場所 愛媛県上
かみ

島町佐
さ

島西方沖 

 弓削
ゆ げ

港一文字防波堤南灯台から真方位２２９°１.４海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°１４.６′ 東経１３３°１０.７′） 

事故の概要  引船第二十八和
かず

丸は、台船日東
にっとう

７号をえい
．．

航して北東進中、浅所に

乗り揚げた。 

第二十八和丸は、船底部外板に擦過傷等を生じ、日東７号は、船首

部外板に凹損を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第二十八和丸、１９.０トン 

   ２８０－４０１６３広島、坂本海運株式会社 

   １６.００ｍ（Lr）×５.５０ｍ×２.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,２０６kＷ、平成１４年７月 

Ｂ 台船 日東７号、総トン数なし 

   なし、日東タグ株式会社 

   ６０.００ｍ×２２.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

   なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 甲板員 男性 ２５歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年１０月６日 

  免許証交付日 平成２５年１０月７日 

         （平成３０年１０月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底部外板に擦過傷、推進器翼に曲損、えい
．．

航用アーチに折損、

船尾部外板に凹損 

Ｂ 船首部外板に凹損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮流 北東流 約０.６ノット（kn）、潮汐 上げ
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潮の初期 

日出時刻：０５時４０分 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、無人で空船のＢ船をえい
．．

航して全長約１１０ｍの引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構

成し、甲板員が１人で船橋当直に当たり、上島町長
なが

江
え

港に向け、約７

knの対地速力で、手動操舵により西進していた。 

 Ａ船引船列は、佐島南方沖で徐々に右転して船首を生名
い き な

橋中央部の

橋梁灯に向け、上島町赤穂根
あ か ほ ね

島と佐島との間の水路を北東進した。 

 甲板員は、生名橋の南西方約１.３Ｍの転針予定場所で赤穂根島北

方沖に向けて左に転針する予定として北東進中、平成２８年５月６日

０４時００分ごろ強い衝撃を感じて船体が停止し、Ａ船が浅所に乗り

揚げたことを知った。 

 Ａ船引船列は、自室で仮眠をとっていた船長が、衝撃で目覚めて昇

橋し、Ｂ船が船尾方から接近するのを認めて間もなく、Ｂ船の船首部

がＡ船の船尾部に衝突し、Ａ船が船首方に押し出されて浅所から離礁

した。 

 Ａ船引船列は、船長が、Ａ船及びＢ船の損傷状況を確認した後、自

力での航行を開始し、船舶所有者に本事故の発生を連絡した。 

 Ａ船引船列は、Ｂ船が上島町の造船所で、Ａ船が別の造船所でそれ

ぞれ修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船引船列は、Ａ船の船尾部のえい
．．

航用フックにとった直径５５

mm、長さ５０ｍの合成繊維製えい
．．

航索と、直径５５mm、長さ約３０ｍ

の２本の合成繊維製えい
．．

航索を、シャックルを介して連結し、船の船

首部両舷の係船柱に係止していた。 

 Ａ船は、喫水が船首約１.０ｍ、船尾約３.２ｍであり、また、Ｂ船

は、喫水が船首尾共に約０.５ｍであった。 

 甲板員は、１.５Ｍレンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターを

作動させていたが、転針予定場所までまだ距離があると思い、船首目

標としていた生名橋の橋梁灯を見ていた。 

甲板員は、平成１７年ごろから台船をえい
．．

航する運航に当たってお

り、本事故当時の海域を約２０回航行した経験を有していた。 

甲板員は、通い慣れた航路であり、油断したと本事故後に思った。 

 海図Ｗ１３０（三原瀬戸及付近）によれば、本事故発生場所付近の

水深は約１.８ｍである。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、佐島西方の水路を北東進中、甲板員が、ＧＰＳプロ
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ッターなどで船位の確認を行っていなかったことから、転針予定場所

を過ぎたことに気付かずに北東進を続け、浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

 甲板員は、通い慣れた航路であり、油断したこと、転針予定場所ま

でまだ距離があると思ったこと、及び左舷方に長江港に向かう水路を

見通せる状況であったものの、船首目標としていた生名橋の橋梁灯を

見ていたことなどから、覚醒水準が低下し、ＧＰＳプロッターなどで

船位の確認を行っていなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、佐島西方の水路を北東進中、甲板

員が、ＧＰＳプロッターなどで船位の確認を行っていなかったため、

転針予定場所を過ぎたことに気付かずに北東進を続け、浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域を航行する場合でも船位の確認を適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


